
議席
番号

委員氏名
出席
状況

委員氏名
出席
状況

委員氏名
出席
状況

1 出席 大塚　明夫 ― 荒川　功 ―

2 出席 岩崎　新一 ― 栗原　弘喜 ―

3 出席 長島　依子 ― 細野　清 ―

4 出席 中根　新一 ― 新井　浩一 ―

5 出席 河野　勇 ― 大賀　文吉 ―

6 欠席 矢部　英利 ― 金子　俊昭 ―

7 出席 加藤　勇 ― 飯野　義男 ―

8 出席 塚越　秀夫 ― 伊藤　清 ―

9 出席 武井　正夫 ― 三ツ木　宏之 ―

10 出席 卯月　良治 ―

11 欠席 金子　善行 ―

12 出席 新井　憲一 ―

13 出席 新井　清作 ―

議案第１１号 農地法第５条の規定による転用許可申請

議案第１２号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願について

議案第１３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書について

議事参与 堀越　延年・榎　友美

書　　　記
野本　佳永

会議事件名

渡邉　清彦
※新型コロナウイルス
感染症の拡大防止の
ため、農業委員のみ
応召した。

小林　町子

薊　　勇

川邉　晃

議事録署名人 島田　豊・加藤　豊

中島　栄司

藤井　廣一

武井　正光

島田　豊

加藤　豊

酒巻　貞夫

閉　　　会 　令和２年4月27日　　午後2時38分

議　　　長 　渡邉　清彦

　委員応召並びに出席状況
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金子　一男

渡邊　秋夫

島田　眞佐雄

令和2年第4回鴻巣市農業委員会定例会会議録

召集期日 　令和２年4月27日　

開会場所 　鴻巣市川里農業研修センター集会室

開　　　会 　令和２年4月27日　　午後2時22分
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【会長代理】 

 

【議長】 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

顛末 

開会 午後２時２２分 

 

これより、令和２年第４回鴻巣市農業委員会定例会を開会します。 

 

本日の定例会は農業委員１３名中、１１名出席ですので定例会は成立しており

ます。 

議案書の訂正はありますか。 

 

訂正が１ヵ所ございます。議案第１２号 生産緑地に係る農業の主たる従事者

等についての証明願の番号４につきまして、買い取り申出が生じた者の住所が

「鴻巣市〇〇〇〇〇〇〇〇」となっておりますが、正しくは「鴻巣市〇〇〇〇

〇〇〇〇」ですので訂正をお願いいたします。 

 

続きまして、議事録署名人の指名をします。番号７番 島田 豊 委員・番号

８番 加藤 豊 委員にお願いします。 

 

これより議案審議に入ります。 

 

議案第１１号 農地法第５条の規定による転用許可申請について上程します。

事務局より議案説明をお願いいたします。 

 

それでは、議案について説明します。 

議案第１１号 農地法第５条の規定による転用許可申請 

所有権の移転  １件 １筆 

賃借権の設定  ２件 ４筆 

 

番号１８ （受人）     （渡人） 

受人は、現在市内のアパートに家族３人で暮らしています。現在の住宅では手

狭となったため、自己用住宅の建築を計画し、土地を探したところ、受人の父

が所有する本申請地を借り受ける話がまとまり申請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を○○地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 
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【酒巻 貞夫    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【加藤  豊    

農業委員】 

 

 

 

 

 

番号１８について調査してまいりました。申請地は農用地区域内にある農地以

外の農地であって、甲種農地、第１種農地、第２種農地及び第３種農地のいず

れの要件にも該当しない農地であり、農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い農地であるため、農地区分は第２種農地（その他の農地）に

該当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供することにより本

案件の事業目的を達成できるとは認められません。自己用住宅を建築するとい

うことで、隣接する農地はありません。また、雨水は宅内浸透処理とし、生活

排水については合併浄化槽にて処理した後、道路側溝に放流します。このため、

周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ないと判断します。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号１９について内容説明を事務局にお願いい

たします。 

 

番号１９ （受人）     （渡人） 

受人は、現在市内でフォークリフトの販売業を営んでいます。近年の需要拡大

にともない取扱い台数が増えて既存の置場が手狭となったため、新たに車両置

場の土地を探したところ、隣接する本申請地を譲り受ける話がまとまり申請す

るものです。なお、申請地は、令和２年３月６日付けで農用地区域から除外さ

れています。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を○○〇地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号１９について調査してまいりました。申請地はおおむね１０ヘクタール以

上の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため、農地区分は第１種農地

（原則不許可農地）に該当すると判断します。しかし、「既存の施設の拡張（拡

張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えないも

のに限る。）」という、第１種農地の不許可の例外に該当することから、例外的

に許可することができると判断します。車両置場を設置するということで、隣

接農地との境界には擁壁を設置します。このため、周りの農地への影響もなく、
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【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【島田  豊    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

転用目的・資力とも問題ないと判断します。なお、申請地は農用地区域から除

外する審査の過程で、転用の必要性・妥当性は審査済です。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号２０について内容説明を事務局にお願いい

たします。 

 

番号２０ （受人）    （渡人） 

受人は、現在市内の借家に家族２人で暮らしています。現在の住宅では手狭と

なったため、自己用住宅の建築を計画し、土地を探したところ、受人の母が所

有する本申請地を借り受ける話がまとまり申請するものです。なお、申請地は、

平成３０年７月２４日付けで農用地区域から除外されています。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を○○○地区審査委員会の担当農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号２０について調査してまいりました。申請地は農用地区域内にある農地以

外の農地であって、甲種農地、第１種農地、第２種農地及び第３種農地のいず

れの要件にも該当しない農地であり、農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い農地であるため、農地区分は第２種農地（その他の農地）に

該当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供することにより本

案件の事業目的を達成できるとは認められません。自己用住宅を建築するとい

うことで、隣接農地との境界には素掘りを設置するとのことです。雨水は宅内

浸透処理とし、生活排水については合併浄化槽にて処理した後、道路側溝に放

流します。このため、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題な

いと判断します。なお、申請地は農用地区域から除外する審査の過程で、転用

の必要性・妥当性は審査済です。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 
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【一同】 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

【薊   勇    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【島田  豊

農業委員】 

 

 

（質問なし） 

 

それでは採決を行います。議案第１１号について、原案通り承認することに賛

成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので、議案第１１号について原案のとおり

許可相当ということで県知事に意見を送付いたします。続きまして、議案第１

２号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願について上程い

たします。番号３と番号４については土地の所在が同一の共有名義の生産緑地

であり、本日、武井正光委員が欠席のため一括して薊勇委員に内容説明をお願

いいたします。 

 

議案第１２号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願 

番号３・４  買取申出人   

       申出事由    

       申出生産緑地       地 畑  ３５５㎡ 

                       外１筆 合計６６１㎡  

 

この件につきまして、令和２年４月１５日に武井正光委員が事務局とともに調

査したところ、番号３及び番号４について申出事由の生じたものが、農業を継

続して行っていたと認め、農業の主たる従事者と認定してよろしいと思います。 

 

ただいまの説明について質問を求めます。何かご質問はございませんか。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号５について島田豊農業委員に内容説明をお

願いいたします。 

 

議案第１２号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願 

番号５  買取申出人   

     申出事由    

     申出生産緑地           畑 ６８３㎡ 
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【議長】 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

 

【島田  豊    

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

                   外１筆 合計１，２１７㎡  

 

この件につきまして、令和２年４月１５日に事務局とともに調査したところ、

番号５について申出事由の生じたものが、農業を継続して行っていたと認め、

農業の主たる従事者と認定してよろしいと思います。 

 

ただいまの説明について質問を求めます。何かご質問はございませんか。 

 

（質問なし） 

 

それでは採決を行います。議案第１２号について、原案通り承認することに賛

成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので、議案第１２号は原案のとおり承認い

たします。続きまして、議案第１３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明

書について上程します。番号１について、島田豊農業委員より議案説明をお願

いいたします。 

 

議案第１３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書について 

番号１ 

特例を受ける者   

相続開始年月日   

特例を受ける農地             畑 １，３７２㎡                   

          

この件につきまして、令和２年４月１５日に事務局とともに申請地の調査を行

いました。本案件の審査対象となる農地は適正に管理されていることを確認し

てまいりました。今後も継続して農業を行うとのことでありますので、適格者

と認定してよろしいと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 
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【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

【事務局】 

 

【中島 栄司    

農業委員】 

 

【事務局】 

 

【会長代理】 

 

 

 

質問がございませんので、採決を行います。議案第１３号について原案のとお

り承認することに賛成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

全員と認めます。全員賛成ですので、議案第１３号は原案のとおり承認いたし

ます。続きまして、会長専決規程第３条による専決事項を報告いたします。 

 

続きまして、会長専決規程第３条による専決事項を報告いたします。 

令和２年３月１１日～令和２年４月１０日受付分 

農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出 

            ４件    ６筆          １，２１０㎡ 

農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出 

所有権の移転    １７件  ２９筆    ４，７６１．２５㎡ 

使用貸借権の設定   １件    １筆           ２３３㎡ 

合計届出件数    ２２件  ３６筆    ６，２０４．２５㎡ 

これらは、全て会長専決でございます。 

続いて、その他の件について、農業委員及び推進委員又は事務局よりご報告お

願いいたします。まず、農業委員の方から何かありますか。 

 

（特になし） 

 

最後に事務局から何かありますか。 

 

・生産緑地地区の農業従事希望者への斡旋について 

・渡邊委員の土地改良区に関する回答 

今回の買取希望価格（１㎡あたり）が近隣調査価格と大きく異なる理由は何で

すか？ 

 

生産緑地を管轄する都市計画課に確認し、次回の定例会で回答します。 

 

これをもちまして、令和２年第４回定例会を閉会いたします。 

なお、次回の定例会は令和２年５月２５日（月）午後２時００分より、場所は

川里農業研修センター会議室にて開催します。 
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閉会  午後２時３８分 

 

 

 


